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３
月
11
日
に
文
教
厚
生
委
員
会
を
、
14
日
に
総
務
建

設
委
員
会
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
会
に
付
託
さ
れ

た
議
案
の
詳
細
な
説
明
を
受
け
、
質
疑
を
行
っ
た
。

主
な
質
疑
は
次
の
と
お
り
。

　
阿
久
比
町
職
員
の
退
職

管
理
に
関
す
る
条
例
の
制

定　
　
ど
こ
ま
で
が
該
当
職

な
の
か
。

　
　

課
長
、
主
幹
、
指
導

保
育
士
。

　
　
罰
則
規
定
は
あ
る
の

か
。
　
　

地
方
公
務
員
法
で
罰

則
規
定
は
あ
る
が
、
届
出

規
定
に
罰
則
は
な
い
。

　
　
条
文
中
「
職
務
上
の

行
為
を
す
る
よ
う
に
、
又

は
し
な
い
よ
う
に
」
と
あ

る
が
、
具
体
的
に
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
。

　
　

元
部
下
に
、
契
約
に

対
す
る
便
宜
を
図
る
よ
う

な
こ
と
を
す
る
こ
と
。

　
阿
久
比
町
職
員
の
降
給

に
関
す
る
条
例
の
制
定

　
　
心
身
に
故
障
が
あ
る

場
合
、
医
師
の
診
察
を
受

け
て
降
給
す
る
が
、
ど
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
判
断
す
る

の
か
。

　
　

配
属
を
変
え
た
り
、

研
修
や
指
導
等
を
受
け
て

も
改
善
さ
れ
な
い
と
き
。

　
　
課
が
統
合
さ
れ
た
場

合
の
対
応
は
。

　
　

給
料
を
下
げ
る
こ
と

が
で
き
る
条
例
で
、
職
を

失
う
こ
と
は
想
定
し
て
い

な
い
。

　
　
降
格
を
決
定
す
る
機

関
は
ど
こ
な
の
か
。

　
　

最
終
決
定
は
任
命
権

者
で
あ
る
町
長
だ
が
、
そ

の
前
に
副
町
長
、
教
育
長
、

４
部
長
、
総
務
課
長
で
構

成
し
て
い
る
分
限
委
員
会

が
あ
る
。

　
行
政
不
服
審
査
法
の
施

行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整

理
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　
　
不
服
審
査
請
求
を
出

し
て
、
判
定
が
認
め
ら
れ

た
時
は
、
審
査
に
基
づ
い

て
改
善
さ
れ
る
の
か
。

　
　

処
分
庁
が
直
接
決
裁

せ
ず
、
審
理
員
を
置
き
、

さ
ら
に
審
査
会
を
開
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
公
平
性
を

保
ち
、
最
終
決
定
さ
れ
る
。

　
阿
久
比
町
職
員
の
給
与

に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

正　
　
等
級
別
基
準
職
務
表

に
「
困
難
な
業
務
を
行
う

課
長
の
職
務
」
と
あ
る
が
、

具
体
的
に
ど
こ
の
ポ
ジ
シ

ョ
ン
の
課
長
職
の
こ
と
か
。

　
　

区
別
す
る
も
の
は
無

い
が
、
課
長
職
に
お
い
て
、

一
定
期
間
の
年
数
を
経
過

し
た
者
に
つ
い
て
、
級
を

上
げ
る
措
置
を
と
っ
て
い

る
。

　
阿
久
比
町
公
共
用
物
の

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

　
　
減
額
の
理
由
と
そ
の

基
準
は
。

　
　

地
価
に
対
す
る
賃
料

水
準
の
変
動
を
反
映
。

　

国
が
定
め
、
県
が
占
有

料
を
決
め
る
。
５
区
分
と

な
っ
た
た
め
、
本
町
は
３

級
に
該
当
し
、
下
が
っ
た
。

　
阿
久
比
町
道
路
占
用
料

条
例
の
一
部
改
正

　
　
徴
収
さ
れ
た
占
用
料

は
町
に
全
額
入
る
の
か
。

　
　

町
の
管
理
す
る
も
の

に
関
し
て
は
、
全
部
入
る
。

一
時
的
な
看
板
等
は
適
用

外
。

　
阿
久
比
町
道
路
線
の
認

定　
　
調
査
点
検
項
目
表
は

あ
る
の
か
。

　
　

都
市
計
画
法
に
基
づ

い
た
宅
地
開
発
な
の
で
、

そ
の
資
料
を
チ
ェ
ッ
ク
し

て
い
る
。

　
　
開
発
基
準
に
基
づ
い

た
も
の
は
町
道
と
し
て
認

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
。

　
　

特
別
な
場
合
以
外
は

帰
属
を
受
け
る
が
、
認
定

の
有
無
は
こ
ち
ら
の
判
断
。

　
　
町
道
認
定
後
、
道
路

に
重
要
な
瑕
疵
が
あ
っ
た

場
合
は
、
業
者
が
責
任
を

も
っ
て
補
修
す
る
取
り
決

め
は
あ
る
か
。

　
　

特
に
決
め
て
い
な
い
。

　
平
成
28
年
度
一
般
会
計

予
算

　
　
新
庁
舎
総
合
管
理
委

託
料
の
費
用
対
効
果
は
。

　
　

新
庁
舎
は
ビ
ル
管
理

法
に
該
当
す
る
。
面
積
も

旧
庁
舎
の
２
・
５
倍
と
な

り
、
色
々
な
業
務
が
増
え

た
が
、
一
括
し
て
総
合
管

理
す
る
こ
と
で
、
全
体
的

に
は
経
費
節
減
と
な
る
。

　
　
東
側
の
県
道
か
ら
庁

舎
へ
の
歩
行
者
通
行
帯
は
。

　
　

今
後
、
南
東
方
向
に

メ
ー
ン
出
入
口
が
で
き
、

歩
行
者
通
路
が
で
き
る
。

　
　
情
報
管
理
費
の
庁
用

備
品
の
内
容
は
。

　
　

調
査
研
究
用
に
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
を
４
台
購
入

す
る
。（

山
本
　
恭
久 

議
員
）
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